令和３年１０月２５日制定
電子版クーポン「【新】対馬藩札」取扱加盟宿泊施設募集要領
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１．目的
　　新型コロナウイルス感染症拡大の影響による打撃を受けている観光関係事業者への支援を目的として、対馬市内の取扱加盟宿泊施設に宿泊した方に対し１泊5,000円分の電子クーポンを発行する「【新】対馬藩札」事業の配布及び利用ができる取扱加盟宿泊施設の募集について必要な事項を定める。

２．クーポンの概要
	クーポン名
	【新】対馬藩札（電子）

	事業主体
	対馬観光活性化協議会（以下、「協議会」という。）

	交付対象者
	令和３年１１月１日以降に対馬市内に所在する加盟宿泊施設にて１泊以上宿泊する者。ただし、ご自身のスマートフォンに専用アプリをDLできる者に限る。

	交付期間
	令和３年１１月１日（月）から予算上限に達し次第終了

	交付内容
	１人１泊5,000円の電子版クーポン「【新】対馬藩札」を専用アプリDL済みの方に交付。

	交付上限
	　１人あたり１キャンペーン中取扱加盟宿泊施設１泊に付き5,000円を付与。1キャンペーン中1泊に限る。

	交付予定額
	50,000,000円（10,000人泊分）

	交付場所等
	対馬市内取扱加盟宿泊施設

	使用（失効）期限
	　交付後７日間



３．取扱加盟宿泊施設の登録資格
　　　取扱加盟宿泊施設として登録できるものは、市内で宿泊業を営む事業者とする。
　　ただし、次に掲げる事業者を除く。
　　（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に規定する営業を行う者
　　（２）業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者
　　（３）その他本事業の趣旨に該当しないと会長が認めた者

4．取扱加盟宿泊施設の登録に係る手数料
（１）取扱加盟宿泊施設として登録を受ける場合の手数料は、１施設当たり1,000
　　　円とする。また、当該施設内に利用者との「金銭をやり取りする場所」や「金銭
　　　登録機（レジ）」が複数ある場合は利用希望に応じ１台当たり1,000円を上乗
せするものとする。なお、（一社）対馬観光物産協会会員の事業者においては、
１施設当たりの手数料を免除するものとする。
（２）上記手数料については、原則初回換金時に換金金額と相殺する。なお、事業期間
内で換金がない場合は、事業終了後に協議会から該当事業者に対し手数料を請
求することとする。

５．取扱加盟宿泊施設の申込み方法
　　　取扱加盟宿泊施設として登録を受けようとする者は、会長が別に定める「【新】対馬藩札」取扱加盟宿泊施設登録申請書に必要な事項を記入の上、会長に申請を行うこととする。

６．取扱加盟宿泊施設の登録申請期間
　　　取扱加盟宿泊施設の登録申請期限は、令和４年２月２８日までとし、随時申請が行えることとする。

７．対象者へ配布する「【新】対馬藩札」利用者チャージ用QRコードの交付
　　　会長は、申請の提出を受けたときは、内容を確認及び審査の上、登録を認めた
場合は、当該申請者に対し、運用に必要なセット及び１キャンペーン中に使用す
る「【新】対馬藩札」利用者チャージ用QRコードをキャンペーンごとに交付する。
　
８．「【新】対馬藩札」利用者チャージ用QRコードの取扱
　（１）取扱加盟宿泊施設は、当該施設に宿泊する者に対し令和３年１１月１日（月）
から、当該施設宿泊者に対し、チェックイン時本事業の利用の意思を確認し、
宿ごとの交付申請兼同意フォームに回答を求め回答内容及び回答完了の確認後、交付されたQRコードを掲示しチャージさせること。
　（２）QRコードを掲示した利用者については、利用者の住所・氏名・電話番号・宿
泊日を記録し、報告すること。

９．登録後の「【新】対馬藩札」取扱加盟宿泊施設用QRコードの交付
　　　会長は、申請の提出を受けたときは、内容を確認及び審査の上、登録を認めた　
　　場合は、当該申請者に対し、申請者ごとの「【新】対馬藩札」取扱加盟宿泊施設用QRコードを交付する。

１０．電子版クーポンの取扱
　（１）取扱加盟宿泊施設は、電子版クーポンを持参した者に対し、令和３年１１月１
　　　  日（木）から額面相当の役務の提供を行う。
　（２）電子版クーポンは、以下の物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるために使用することができない。
　　　　①不動産、金融商品、債務の支払い
　　　　②商品券、プリペイドカード等換金性の高いもの
　　　　③たばこ
　　　　④風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１
２２号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される
役務
　　　　⑤国税、地方税及び使用料などの公租公課
　　　　⑥その他会長が不適当と認めるもの

１１．換金方法・利用金額の確認
　（１）利用者が提示し、取扱加盟宿泊施設が決済した電子版クーポンについては、
　　　　申請された加盟宿泊施設情報と連動した取扱加盟宿泊施設用QRコードに蓄
積され、利用された金額を協議会から各口座に振込を行う。
　（２）換金の締切日は、毎月１５日と月末までの月２回とし、原則締切日から７日以内に振込を行い、振込手数料は、協議会の負担とする。
　（３）利用金額の確認は、平日午前９時から１７時３０分の間に協議会に電話、メ
ール又はLINEにてお問い合わせいただいた場合に協議会から回答する。
　　　　なお、利用明細の確認は、メールでの問い合わせのみ回答する。

１２．取扱加盟宿泊施設の責務等
（１）対象となる宿泊者に対し、「【新】対馬藩札」利用者チャージ用QRコードの配布を拒まないこと。
（２）本要領の８（１）に掲げる事項を遵守すること。また、利用者が回答する交付申請兼同意フォームの回答内容及び回答の完了を必ず確認すること。
（３）本要領の８（２）に掲げる記録は、確実に作成・管理すること。また、上記（２）と同様に交付期間中毎週月曜日時点で保管しているものを事務局に対し提出すること。
（４）事務局から交付された「【新】対馬藩札」利用者チャージ用QRコードを故意に流出させないこと。
（５）当該施設の故意による流出が発見された場合、会長は、その流出に伴う損失の補填を命ずるとともに、取扱加盟宿泊施設の資格をはく奪するとともに対馬市へ報告する。
（６）当該施設の故意による流出の報告を対馬市が受けた場合は、今後対馬市において実施する各種支援事業において当該施設を対象外とする。
（７）特定取引において電子版クーポンの利用を拒まないこと。ただし、既に別の
方法で決済済みの支払いにおける振替等については、この限りではない。
　（８）電子版クーポンの利用における決済に際し、利用者のスマートフォン決済画面を必ず確認し、取扱加盟宿泊施設の責任をもって支払額を確定させること。
　（９）取扱加盟宿泊施設であることが分かるよう、宿泊者の見やすい場所にチラシ等の掲示を行うこと。
 （１０）本要領やマニュアル、通知等では判断できない事項については、協議会へ確認すること。
　（１１）利用者等における不正と疑われる行為については、協議会へ通知すること。
　（１２）協議会と適切な連携体制を構築すること。

１３．取扱加盟宿泊施設の取消
　　　　取扱加盟宿泊施設が、本要領の１２に掲げる事項に反する行為が認められた
場合は、会長は、当該取扱加盟宿泊施設の登録を取り消すことができる。

１４．損失等の責任
　　　　取扱加盟宿泊施設が決済を確定した電子版クーポンの利用金額と実際に提供
した役務の対価に相違があった場合の損失は、取扱加盟宿泊施設の責任とする。

１５．立入検査等
　（１）会長は、電子版クーポン利用の適正を期するため必要があるときは、取扱加盟
宿泊施設に報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳
簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
　（２）前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、こ
れを掲示しなければならない。
　（３）第1項による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

１６．経費の負担
　　　　本要領の４及び５に要する手数料、郵便送料等の経費は、取扱加盟宿泊施設の負担とする。

１７．本事業の問い合わせ先
　　〒８１７－８５１０　対馬市厳原町国分１４４１番地
　　　対馬観光活性化協議会（対馬市役所観光商工課内）
　　　電話：０９２０－５３－６１１１　FAX：０９２０－５２－１２１４
[image: ]　　　Email：kanko_bussan@city-tsushima.jp
　　　LINE：右記QRコードからお友達登録
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